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社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案

新

旧

対

照

条

文

◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
三
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
障
害
厚
生
年
金
等
の
支
給
要
件
等
の
特

（
フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
障
害
厚
生
年
金
等
の
支
給
要
件
等
の
特

例
）

例
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
を
有
す
る
者
（
そ
の
者
の
傷
病
に
係
る
初
診
日
か
ら
起
算
し

２

フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
を
有
す
る
者
（
そ
の
者
の
傷
病
に
係
る
初
診
日
か
ら
起
算
し

て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
そ
の
傷
病
が
治
っ
た
日
（
以
下
「
障
害

て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
そ
の
傷
病
が
治
っ
た
日
（
以
下
「
障
害

程
度
を
認
定
す
べ
き
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
六
条
各

程
度
を
認
定
す
べ
き
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
六
条
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
附
則
第
十
条

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
附
則
第
十
条

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
そ
の
者
の
傷
病
に
よ
る
障
害
に
つ
い
て
同
法
第
五

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
そ
の
者
の
傷
病
に
よ
る
障
害
に
つ
い
て
同
法
第
五

十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す

十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す

る
と
き
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
フ
ラ
ン
ス
保

る
と
き
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
フ
ラ
ン
ス
保

険
期
間
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
保
険
料
納
付
済
期
間
で
あ
る
国
民
年
金
の

険
期
間
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
保
険
料
納
付
済
期
間
で
あ
る
国
民
年
金
の

被
保
険
者
期
間
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
認
定
日

被
保
険
者
期
間
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
程
度
を

に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
を
有
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

認
定
す
べ
き
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
を
有
し
な
い
と
き
は
、

い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
に
係
る
障
害
厚

（
フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
に
係
る
障
害
厚

生
年
金
等
の
支
給
要
件
等
の
特
例
）

生
年
金
等
の
支
給
要
件
等
の
特
例
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
を
有
す
る
者
で

３

フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
を
有
す
る
者
で

あ
っ
て
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
認
定
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期

あ
っ
て
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険

間
を
有
す
る
も
の
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

の
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
も
の
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

い
て
は
、
当
該
初
診
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
も
の
と
み

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
初
診
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ

な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に
お

っ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
、
当
該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に

い
て
同
法
第
五
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る

お
い
て
同
法
第
五
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め

者
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
者
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
障
害
厚

（
二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
障
害
厚

生
年
金
等
の
支
給
要
件
の
特
例
）

生
年
金
等
の
支
給
要
件
の
特
例
）

第
六
十
七
条

第
六
十
七
条

１
～
３

（
略
）

１
～
３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る

４

前
三
項
の
規
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る

障
害
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
認
定
日
又
は
第
三
十
一
条
第

障
害
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
又
は

三
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日

第
三
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定

（
附
則
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
「
障
害
認
定
日
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

す
る
退
職
の
日
（
以
下
「
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用

二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
障
害
認
定
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
障
害
認
定
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項

に
規
定
す
る
障
害
認
定
日
等
」
と
、
「
年
金
た
る
給
付
の
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
手

に
規
定
す
る
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
」
と
、
「
年
金
た
る
給
付
の
」
と
あ
る

当
金
又
は
障
害
一
時
金
（
以
下
「
障
害
手
当
金
等
」
と
い
う
。
）
の
」
と
、
「
当
該

の
は
「
障
害
手
当
金
又
は
障
害
一
時
金
（
以
下
「
障
害
手
当
金
等
」
と
い
う
。
）
の

年
金
た
る
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
障
害
手
当
金
等
」
と
、
「
第
二
十
一
条
第
一

」
と
、
「
当
該
年
金
た
る
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
障
害
手
当
金
等
」
と
、
「
第
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項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
」
と
あ

二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
五
十
六
条

る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
三
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
又
は

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
三
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
三

第
五
十
六
条
第
三
項
」
と
、
第
二
項
中
「
障
害
認
定
日
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「

条
第
三
項
又
は
第
五
十
六
条
第
三
項
」
と
、
第
二
項
中
「
障
害
認
定
日
に
お
い
て
」

第
四
項
に
規
定
す
る
障
害
認
定
日
等
に
お
い
て
」
と
、
「
当
該
障
害
認
定
日
」
と
あ

と
あ
る
の
は
「
第
四
項
に
規
定
す
る
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
に
お
い
て
」
と

る
の
は
「
当
該
障
害
認
定
日
等
」
と
、
「
年
金
た
る
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
手

、
「
当
該
障
害
認
定
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
」
と

当
金
等
」
と
、
「
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一

、
「
年
金
た
る
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
手
当
金
等
」
と
、
「
第
二
十
一
条
第
一

項
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
三
十
一
条

項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
」
と
あ

第
三
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
又
は
第
五
十
六
条
第
三
項
」
と
、
前
項
中
「
障
害
認

る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
三
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
又
は

定
日
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
規
定
す
る
障
害
認
定
日
等
に
お
い
て
」
と

第
五
十
六
条
第
三
項
」
と
、
前
項
中
「
障
害
認
定
日
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
次

、
「
年
金
た
る
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
手
当
金
等
」
と
、
「
当
該
障
害
認
定
日

項
に
規
定
す
る
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
に
お
い
て
」
と
、
「
年
金
た
る
給
付

」
と
あ
る
の
は
「
当
該
障
害
認
定
日
等
」
と
、
「
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
一

」
と
あ
る
の
は
「
障
害
手
当
金
等
」
と
、
「
当
該
障
害
認
定
日
」
と
あ
る
の
は
「
当

条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
」
と
、
「
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第

十
一
条
第
三
項
、
第
三
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
又
は
第
五
十
六
条
第

一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一

三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

条
第
三
項
、
第
三
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
又
は
第
五
十
六
条
第
三
項

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則

附
則

（
施
行
日
前
の
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に
お
い
て
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
の
障

（
施
行
日
前
の
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に
お
い
て
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
の
障

害
手
当
金
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

害
手
当
金
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条

障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
が
施
行
日
前
に
あ
る
傷
病
に
係
る
初
診
日
に
お

第
十
条

障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
が
施
行
日
前
に
あ
る
傷
病
に
係
る
初
診
日
に
お

い
て
、
フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

い
て
、
フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
た
も
の
が
、
当
該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に
お
い
て
、
当
該
傷
病
に
よ
り
厚

し
た
も
の
が
、
当
該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に
お
い
て
、
当
該
傷
病
に
よ
り
厚

生
年
金
保
険
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
り

生
年
金
保
険
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
り

、
か
つ
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
認
定
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期

、
か
つ
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
、
同
項

間
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
、
同
項
の
障
害
手
当
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

の
障
害
手
当
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
、
当
該
障
害
に
つ
き
、
第
二
十

そ
の
者
が
、
当
該
障
害
に
つ
き
、
第
二
十
条
第
二
項
、
同
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に

条
第
二
項
、
同
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
七
条
第
一
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お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
並
び
に
昭
和
六
十
年
国
民
年

項
た
だ
し
書
並
び
に
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
六
十
四
条
第
一
項
及

金
等
改
正
法
附
則
第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
六
十
五
条
の
規
定
を
参
酌
し
て
政
令

び
第
六
十
五
条
の
規
定
を
参
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
受
給
資
格
要
件
を
満
た
さ
な
い

で
定
め
る
受
給
資
格
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
障
害
厚

（
二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
障
害
厚

生
年
金
等
の
支
給
要
件
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

生
年
金
等
の
支
給
要
件
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２

フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
（
当
該
障
害
に

２

フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
（
当
該
障
害
に

係
る
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
又
は
第
三
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項

係
る
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
が
施
行
日
前
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す

若
し
く
は
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
に
お
い
て
、
当
該
障
害
を
支

障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
」
と
い
う
。
）
が
施
行
日
前
に
あ
る
も
の
に
限
る
。

給
事
由
と
す
る
被
用
者
年
金
各
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
等
の
受
給
資
格
要
件
に
該
当

）
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
に
お
い
て
、
当
該

す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で

障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
被
用
者
年
金
各
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
等
の
受
給
資
格
要

あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替

件
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
認
定

え
て
準
用
さ
れ
た
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
十
一
条
第
三
項

日
等
に
お
い
て
二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の

、
第
三
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
又
は
第
五
十
六
条
第
三
項
」
と
あ
る

に
つ
い
て
は
、
第
六
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
た
同
条
第
一

の
は
、
「
附
則
第
十
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
九
条
」
と
読
み
替

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
三
十
一
条
第
三
項
、
第

え
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

四
十
三
条
第
三
項
又
は
第
五
十
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
条
、
第

十
七
条
、
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
九
条
」
と
読
み
替
え
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用

す
る
。
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ベ
ル
ギ
ー
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
三
十
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
障
害
厚
生
年
金
等
の
支
給
要
件
等
の
特

（
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
障
害
厚
生
年
金
等
の
支
給
要
件
等
の
特

例
）

例
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
を
有
す
る
者
（
そ
の
者
の
傷
病
に
係
る
初
診
日
か
ら
起
算
し

２

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
を
有
す
る
者
（
そ
の
者
の
傷
病
に
係
る
初
診
日
か
ら
起
算
し

て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
そ
の
傷
病
が
治
っ
た
日
（
以
下
「
障
害

て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
そ
の
傷
病
が
治
っ
た
日
（
以
下
「
障
害

程
度
を
認
定
す
べ
き
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
六
条
各

程
度
を
認
定
す
べ
き
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
六
条
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
附
則
第
十
条

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
附
則
第
十
条

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
そ
の
者
の
傷
病
に
よ
る
障
害
に
つ
い
て
同
法
第
五

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
そ
の
者
の
傷
病
に
よ
る
障
害
に
つ
い
て
同
法
第
五

十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す

十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す

る
と
き
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
ベ
ル
ギ
ー
保

る
と
き
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
ベ
ル
ギ
ー
保

険
期
間
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
保
険
料
納
付
済
期
間
で
あ
る
国
民
年
金
の

険
期
間
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
保
険
料
納
付
済
期
間
で
あ
る
国
民
年
金
の

被
保
険
者
期
間
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
認
定
日

被
保
険
者
期
間
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
程
度
を

に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
を
有
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

認
定
す
べ
き
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
を
有
し
な
い
と
き
は
、

い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
に
係
る
障
害
厚
生
年

（
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
に
係
る
障
害
厚
生
年

金
等
の
支
給
要
件
等
の
特
例
）

金
等
の
支
給
要
件
等
の
特
例
）
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第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
を
有
す
る
者
で
あ
っ

３

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
を
有
す
る
者
で
あ
っ

て
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
認
定
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
を

て
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
の
被

有
す
る
も
の
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

保
険
者
期
間
を
有
す
る
も
の
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の

は
、
当
該
初
診
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
初
診
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た

。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に
お
い
て

も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
、
当
該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に
お
い

同
法
第
五
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
で

て
同
法
第
五
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者

あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
障
害
厚

（
二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
障
害
厚

生
年
金
等
の
支
給
要
件
の
特
例
）

生
年
金
等
の
支
給
要
件
の
特
例
）

第
六
十
六
条

（
略
）

第
六
十
六
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
は
、
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害

４

前
三
項
の
規
定
は
、
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害

を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
認
定
日
又
は
第
三
十
条
第
三
項
、

を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
又
は
第
三

第
四
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
（
附
則

十
条
第
三
項
、
第
四
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
退

第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
「
障
害
認
定
日
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
二
以
上

職
の
日
（
以
下
「
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
二
以
上

の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
障
害
認
定
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
に
規
定

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
障
害
認
定
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
に
規
定

す
る
障
害
認
定
日
等
」
と
、
「
年
金
た
る
給
付
の
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
手
当
金
又

す
る
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
」
と
、
「
年
金
た
る
給
付
の
」
と
あ
る
の
は
「

は
障
害
一
時
金(

以
下
「
障
害
手
当
金
等
」
と
い
う
。)

の
」
と
、
「
当
該
年
金
た
る

障
害
手
当
金
又
は
障
害
一
時
金(

以
下
「
障
害
手
当
金
等
」
と
い
う
。)

の
」
と
、
「

給
付
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
障
害
手
当
金
等
」
と
、
「
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
十

当
該
年
金
た
る
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
障
害
手
当
金
等
」
と
、
「
第
二
十
条
第

条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
」
と
あ

十
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
、
第
四
十
二
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
三
項

る
の
は
「
第
二
十
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
、
第
四
十
二
条
第
三
項
又
は
第
五

」
と
、
第
二
項
中
「
障
害
認
定
日
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
に
規
定
す
る

十
五
条
第
三
項
」
と
、
第
二
項
中
「
障
害
認
定
日
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
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障
害
認
定
日
等
に
お
い
て
」
と
、
「
当
該
障
害
認
定
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
障
害

項
に
規
定
す
る
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
に
お
い
て
」
と
、
「
当
該
障
害
認
定

認
定
日
等
」
と
、
「
年
金
た
る
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
手
当
金
等
」
と
、
「
第

日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
」
と
、
「
年
金
た
る
給
付

二
十
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一

」
と
あ
る
の
は
「
障
害
手
当
金
等
」
と
、
「
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
、
第
四
十
二
条
第
三
項

、
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
三

又
は
第
五
十
五
条
第
三
項
」
と
、
前
項
中
「
障
害
認
定
日
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は

項
、
第
三
十
条
第
三
項
、
第
四
十
二
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
三
項
」
と
、
前

「
次
項
に
規
定
す
る
障
害
認
定
日
等
に
お
い
て
」
と
、
「
年
金
た
る
給
付
」
と
あ
る

項
中
「
障
害
認
定
日
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
規
定
す
る
障
害
程
度
を
認

の
は
「
障
害
手
当
金
等
」
と
、
「
当
該
障
害
認
定
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
障
害
認

定
す
べ
き
日
等
に
お
い
て
」
と
、
「
年
金
た
る
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
手
当
金

定
日
等
」
と
、
「
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
又

等
」
と
、
「
当
該
障
害
認
定
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日

は
第
五
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
、

等
」
と
、
「
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第

第
四
十
二
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

五
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
、
第
四

十
二
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則

附
則

（
施
行
日
前
の
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に
お
い
て
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
の
障

（
施
行
日
前
の
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に
お
い
て
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
の
障

害
手
当
金
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

害
手
当
金
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条

障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
が
施
行
日
前
に
あ
る
傷
病
に
係
る
初
診
日
に
お

第
十
条

障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
が
施
行
日
前
に
あ
る
傷
病
に
係
る
初
診
日
に
お

い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
た
も
の
が
、
当
該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に
お
い
て
、
当
該
傷
病
に
よ
り
厚

し
た
も
の
が
、
当
該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
に
お
い
て
、
当
該
傷
病
に
よ
り
厚

生
年
金
保
険
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
り

生
年
金
保
険
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
り

、
か
つ
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
認
定
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期

、
か
つ
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
、
同
項

間
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
、
同
項
の
障
害
手
当
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

の
障
害
手
当
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
、
当
該
障
害
に
つ
き
、
第
十
九

そ
の
者
が
、
当
該
障
害
に
つ
き
、
第
十
九
条
第
二
項
、
同
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に

条
第
二
項
、
同
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
七
条
第
一

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
並
び
に
昭
和
六
十
年
国
民
年

項
た
だ
し
書
並
び
に
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
六
十
四
条
第
一
項
及

金
等
改
正
法
附
則
第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
六
十
五
条
の
規
定
を
参
酌
し
て
政
令

び
第
六
十
五
条
の
規
定
を
参
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
受
給
資
格
要
件
を
満
た
さ
な
い

で
定
め
る
受
給
資
格
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
障
害
厚

（
二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
障
害
厚

生
年
金
等
の
支
給
要
件
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

生
年
金
等
の
支
給
要
件
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
（
当
該
障
害
に
係
る

２

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
（
当
該
障
害
に
係
る

障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
又
は
第
三
十
条
第
三
項
、
第
四
十
二
条
第
三
項
若
し
く

障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
が
施
行
日
前
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者

は
第
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
障
害
程

で
あ
っ
て
、
当
該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
に
お
い
て
、
当
該
障
害
を
支
給
事

度
を
認
定
す
べ
き
日
等
」
と
い
う
。
）
が
施
行
日
前
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有

由
と
す
る
被
用
者
年
金
各
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
等
の
受
給
資
格
要
件
に
該
当
す
る

す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
障
害
程
度
を
認
定
す
べ
き
日
等
に
お
い
て
、
当
該
障
害
を

程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ

支
給
事
由
と
す
る
被
用
者
年
金
各
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
等
の
受
給
資
格
要
件
に
該

た
期
間
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
認
定
日
等
に

準
用
さ
れ
た
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
十
条
第
三
項
、
第
三

お
い
て
二
以
上
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
に
つ
い

十
条
第
三
項
、
第
四
十
二
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「

て
は
、
第
六
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
た
同
条
第
一
項
か
ら

附
則
第
十
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
九
条
」
と
読
み
替
え
て
こ
れ

第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
十
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
、
第
四
十
二
条
第

ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
条
、
第
十
七
条
、
第

二
十
三
条
又
は
第
二
十
九
条
」
と
読
み
替
え
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。


